
2017年度 第１回 知財コンサルティングセンター（PCIP）勉強会

【テーマ】 新製品開発リーダーのための「中小ベンチャー企業向け実践的技術経営支援」

【講 師】 （一社）技術知財経営支援センター・副代表理事 佐々木 久美 氏

【概要】

売れる新製品づくりを実践するため、持っている技術を最大限に活かすため体系化されたものが技術経営
（MOT）であり、これは、独自技術に基づく固有の製品を武器として生き残って行く中小ベンチャー企業でも必要である。

技術を競争の基軸とする企業は、MOTの目的を達成するため、自社に適合した「事業－技術開発－知財」からな
る三位一体の技術経営戦略」を問い直し、それを自社にとって最も有利な経営方針と施策に反映させること必要である。

また、ヒット商品の創出を実現するためには、従来の延長線上に無い着想に基づく開発テーマの発掘と新たな

要素技術の探索と確立が必須で、それを実現していく手法が「オープン・イノベーション」である。今や大企業でも自

前主義を捨て去り、オープン・イノベーションを通じて、外部の研究成果や異業種や中小ベンチャー企業の得意技術
を吸い上げ、自社技術と融合して新たな技術革新に繋げる開発手法が主流である。

本勉強会では、日常、中小ベンチャー企業向けの技術コンサルティングや知財業務の現場で苦闘されている

技術士や弁理士等の士業専門家と共に、ＭＯＴ戦略の基本形やオープン・イノベーションの動向を勉強し、如何
にして「売れる新製品の開発」を具現化して行くべきか、その実践的手法を探っていった。

【会場風景】
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【講師略歴】（赤字：MOT関連業務）   

☆主な活動 
1)公的活動； 中小企業庁（ミラサポ専門家）、東京都中小企業振興公社･
神奈川県･青森県の中小企業支援センター（派遣専門家） 
2)一般社団法人技術知財経営支援センター；副代表理事 
3)その他所属する団体；［日本技術士会（化学部会）､ 化学工学会（反応
工学部会・微細気泡技術研究会幹事）、日本油化学会、NPOかわさき技
術士センター、IPEJ登録・知財ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ］ 

☆過去 
 「ライオン株式会社」（洗剤、口腔ケア製品、大衆薬、健康食品）の研究
開発部門にて製品開発（約30年間、特許出願多数 ）→子会社の事業企
画・営業開発→知的財産部での特許出願リエゾン業務を経験。 2006年3
月技術士（化学部門）登録。 

☆活動方針 
  2008年3月上記企業を定年退職後、 直ちに技術士事務所を開業。化学
系新製品に関する技術開発とMOT戦略～販路開拓支援の総合コンサル
タントとして、中堅・中小企業の支援活動を展開している。 



［本日お話させて戴く内容］ 
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３．出願かノウハウか<復習> 

４．中小企業の知財戦略；その意義と実例紹介 

６．中小･ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業への実践的MOT支援ﾉｳﾊｳ 

２．売れる新製品開発の為の技術開発戦略と 
  マーケティング戦略 

５．オープン･イノベーション最新事情 

１．企業価値と三位一体の技術経営戦略<復習> 



企業価値と三位一体の技術経営戦略 
≪理想の技術経営モデルとは≫ 
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［参考資料］ 
1)中小ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業知的財産戦略ﾏﾆｭｱﾙ（2008年3月､特許庁） 
2)知財戦略ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ活用事例集（2008～2012年､関東経済産業局） 
3)中小企業の知財活用調査報告書（2011年､関東経済産業局） 



企業価値とは何か？；評価指標の変遷 

[20世紀] 
企業価値＝有形資産（現預金、土地、建物、商品在庫） 
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［20世紀末以降］ 
企業価値＝有形資産 
 ＋無形資産（人材、ブランド、知的財産権、営業権） 

知的財産権＝特許権、実用新
案権、意匠権、商標権、 

著作権、育成種権、営業秘密 



三位一体の技術経営戦略の重要性 
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【中小ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業にとっての三位一体の技術経営戦略】 
☆中小企業においても技術経営戦略の一環として知財戦略を位置付けたい。 

☆知財権の取得･移転等それら自体を目的にしない。あくまでも、自社の事業
戦略上から判断して、取得･移転すべき。 

事業戦略（経営資源の適正配
分･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ&営業戦略） 

技術開発戦略 

知財戦略 

三位一体の 

技術経営戦略 

・特許取得の選択と集中 
・特許出願かノウハウか 
・権利の有効活用 

・新事業参入、 

事業提携等の 

判断材料としての 

知財情報 

自社の技術力分
析･開発テーマの
選定に知財情報を
活用 



売れる新製品開発のための 

技術開発戦略とマーケティング戦略 
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［参考・引用資料］ 
1)片山博他｢売れる技術経営82の視点｣（2009年7月初版､(株)JIPMｿﾘｭｰｼｮﾝ） 
2)「中小企業技術経営実践講座」（ 2007年2月初版､工学図書（株） ） 

3)原由伸（第一工大教授）講演資料（2017-4-19） 他 



技術開発テーマ設定における課題 

Copyright@H. SASAKI, 2017 8 

しかし、中小・ベンチャー企業における開発テーマの設定に
際しては、経営者による｢我社の技術はオンリーワン｣との
思い込みが強く、客観的分析が不足する傾向がある。 

【問題提起】 

時代の先駆けとなる様な革新的な新製品や事業は、大企業
より中小･ベンチャー企業から生まれることが多く、実際に大
企業による買収対象になることも多い。 

自社品の競争力が本当にあるのか、マーケティング調査
による競合分析をもっと重視すべき。 



新技術・新製品開発ステージ間の障害と克服手段 
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研 
究 

開 
発 

事 
業 
化 

産 
業 
化 

魔の川 死の谷 ダーウィンの海 

・研究はシーズ指
向、開発はニーズ
指向。 
・マーケティングに
より開発ターゲット
を明確化。 

・このステージから顧
客対応が重要。 
・軸足をマーケティン
グ→販売に移行する。 
 

・事業分野が判っている経営
者によるリーダーシップと 
リスクテーキング 
・開発､営業､生産等が一体
となった体制、タイミングの
良い投資 

障害 
の 
克服 

手段 

近年、オープンイノベーションが活発化して、様々な企業が他社とのアライアン
スを求めて、ニーズ情報を発信するようになったので、マーケティングをしなくて
も、他社（B to B）が求めている技術・製品情報が簡単に入手可能になった。 



新技術・新製品開発テーマの設定手法 
≪プロダクトアウト型 ｖｓ．マーケットイン型≫ 

Copyright@H. SASAKI, 2017 10 

開発テーマ
の設定手法 

プロダクトアウト型 
=技術主導型 

マーケットイン型 
=市場主導型 

手法の概要 
自社の保有技術を基に、新
たなニーズ～事業領域を発
掘（B to B事業に多い） 

ユーザーからの要望や、現在
の自社事業分野に関係する市
場の動向から発掘（B to C的） 

一般的傾向 

打率が低くリスクが大きいの
で、脆弱な中小企業には推
奨しにくい。しかし、異分野進
出を狙うには必要。 

市場から出発しており、成功の
打率は比較的高いので、中小
企業に向いている。しかし、技
術確立と差別化が課題。 

【技術と開発テーマの組合せについて】 
１）優れた製品開発を実現するには、綿密な市場調査を経た明確な製品イメージがあって、 

それを完成するには何が必要で、何が不足しているかを明確にした上で着手すべき。 

２）しかし、実際は先に様々な素材を用意し、その素材を生かすレシピを後から考える 

ようなケースが多い。  



新製品開発における悩みと対策 
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自社の技術シーズをど
の分野で／どんな形で 

製品するか？ 

自社技術では不足する 
場合はどうするか？ 

1)マーケティング戦略の 
構築と愚直な仮説検証 

2)ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援機関&同ｻｲ  
 ﾄの利用 

産学官連携やオープン･イ
ノベーションの活用も 
検討する 

【悩み】 【対策】 



売れる新製品開発の為のマーケティング戦略(1) 
【マーケティングミックス】 
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マーケティングの３Ｃ 

顧客 

（Customer） 

競合 

（Competitor） 

自社（資源） 

(Company) 

マーケティングの４Ｐ 

製品（Ｐｒｏｄｕｃｔ） 

≪どんな物･サービスを≫ 

価格（Ｐｒｉｃｅ） 

≪どんな価格帯で≫ 

流通・市場（Ｐｌａｃｅ） 

≪どんなチャネルと市場で≫ 

広告・販促（Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ） 

≪どんな手段で≫ 

【３Ｃと４Ｐの使い分け】 
開発段階        ３Ｃを重視 
              （B to B向き） 
製品化段階       ４Ｐを重視 

              （B to C向き） 
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売れる新製品開発の為のマーケティング戦略(2) 
【市場の細分化①；標的顧客の特定】 

従来に無い新たな 

標的顧客を探すためには 

市場の細分化変数① 

市 

場 

の 

細
分
化
変 

数 

② 

市場を様々な角度（変数）で
細分化（セグメント化）する 

【市場の細分化変数の例】 
≪行動的変数≫ 
販売機会､使用頻度､ロイヤルティ等 
≪心理的変数≫ 
ライフスタイル､動機､嗜好 
≪地理的変数≫ 
地域､都市規模､気候 
≪顧客・ユーザーの特性≫ 
企業規模､事業内容､年齢､所得､教
育､家族構成､ 

大 中 小 

低 

中 

高 
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売れる新製品開発の為のマーケティング戦略(3) 
【市場の細分化②；優れた細分化とは】 

ビールや化粧品など、身近な市場を或る変数で 

細分化する実習を行った上で、自社が参入可
能な市場を解析してみよう 

【優れた市場細分化（セグメント化）の要件とは】 
 １）他社（同業種・他業種）が気がつかない。 
 ２）市場における新規な切り口を発掘し、提案している。 
 ３）自社の力量に合致している。 
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売れる新製品開発の為のマーケティング戦略(4) 
【或るユニークな市場細分化例； (株)リード「ほっと安心帽」】 

［出典］ 1)(株)リード(岩手県)HP、 2)川崎市産業振興財団HP「第70回
かわさき起業家ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｱｲﾃﾞｨｱｼｰｽﾞ市場最終選考結果」 

【受賞実績】 第5回いわてビジネスグランプリ、第70回(2011年 
3月)かわさき起業家ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ「かわさき起業家優秀賞」他 
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売れる新製品開発の為のマーケティング戦略(5)
【或るユニークな市場細分化例；(株)リード「ほっと安心帽」】 

【販路開拓】 
<戸泉社長が中小機構等の販路開拓支援を受けつつ推進中> 
・学童通学用、・大人用（製薬企業の構内安全帽etc） 
に着々と実績化 
 →今後、着実な売上拡大、新規市場形成期待 



出願かノウハウ管理か 
≪中小企業の知財戦略の出発点≫ 
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［この項の参考･出典資料] 
1)｢先使用権制度ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｣ 
2)｢先使用権制度の円滑な活用に向けて」 
（以上、特許庁） 

3)｢ 不正競争防止法｣改正(2009年以降)、改訂版「営業
秘密管理指針｣（経産省知的財産政策室､2010年以降） 
4)「中小企業経営者のための知的財産戦略マニュアル」
（東京都知的財産総合センター） 



知財戦略の出発点；ノウハウ管理か出願か 
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市場での自社の優位性は技術的
要素か？ 

技術のブラックボックス化が可能か? 
（技術内容が完全に漏れない） 

模倣されている事実が立証可能か？ 

知財戦略で 

優位性確保 

ﾉｳﾊｳとして保護 
（但し､管理が重要） 

優位性の要素が 
ブランド力等である 
可能性が高い 

YES 

YES 

NO 

NO 

NO 

YES 



営業秘密とは；その要件と判断基準 
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1)営業秘密であることの明示 
2)営業秘密への物的･技術的なアクセス制限 
3)営業秘密へアクセスできる者の制限 
4)情報セキュリティの管理責任者の選任、教育 
【注意！ これらが守られないと保護されないケースが多い】 

1)競争優位性 
2)事業への活用性･･･スキャンダル情報は営業上有用な情報ではない。 
3)現在的又は将来的価値 

1)当該情報が刊行物に記載されていない等、保有者の管理下以外では
入手できない状態にある場合 
2)当該情報を知っている者に守秘義務が課されている場合etc 

［法的要件：不正競争防止法第2条第6項］ 



営業秘密管理の企業側メリットと留意点 
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【メリット】 
（１）特許に馴染まないノウハウも保護対象となり得る。 
（２）保護期間の制限が無い。 
（３）営業秘密を中核とした自社の事業戦略の方向性が競合他社に 
   分かりにくい。 
 

【留意点】 
・適切に管理しないと法的に営業秘密と認定されないので、保護を受 

 けることができない場合がある。（詳細次頁） 



営業秘密としてどの様に管理するか？ 
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（１）ライセンスを第三者に開示する際、 
  ①秘密保持契約締結する。 
  ②開示する資料には“ＣＯＮＦＩＤＥＮＴＩＡＬ”をきちんと記載する。 
  ③「どの営業秘密を、何時、誰に」開示したかをきちんと記録する。 
 

（２）重要なノウハウの場合、確定日付（公証役場、電子公証）を取得
する。 

 
（３）他社から入手した秘密情報は仕分けして、別に管理する。 

【中小ベンチャー企業では怠りがちな営業秘密管理の基本】 

営業秘密の管理；MOT／知財ｺﾝｻﾙによる適切な指導が必要 



中小企業の知財戦略 
≪その意義と実例≫ 
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［この項の参考･出典資料] 
1)関東経済産業局「H23年度広域関東圏における中
小企業の知財活用調査報告書」 
2)東京商工会議所HP｢知財経営モデル企業」 
3)特許庁HP「がんばろう日本！知財権活用企業事例
集2012」（近畿地域の部） 



企業価値を高めるにはどうすればよいか？ 

 

【アンケート対象；広域関東圏1都10県に所在する中小企業】 
 

 ［Aグループ700社］（特許出願経験あり、製造業58%）の54%が研究開発要員1～4名 
 

 ［Bグループ507社］（特許出願経験無し、製造業45%）の48%が研究開発要員0名 
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中小企業における知財経営の実態 

【アンケート結果の抜粋】［Aｸﾞﾙｰﾌﾟの場合］ 
1)知財経営を意識した経営への取り組み実施：77% 
2)経営課題における知財の位置付け（｢非常に重要+重要｣の割合） 
 ①営業・販売力強化：82%、②技術力強化:81%、③人材確保・育成：71%、 
 ④知財の活用：70%、他   
3)知財の活用形態 
 ①自社実施&他社からの侵害防止：93%、②ノウハウ保有：18%、③他社への 
  ライセンス:16%、④他社特許をライセンス等に依り導入：9%、他 
4)知財を意識する理由 
 ①同業他社との製品・サービス面の差別化：73%、②製品・サービスの付加価値 
  向上：59%、③技術力があっても知財権が無くては効果的ではない：50%、他 
5)職務発明に関する社内規定；①無い：69% 、②ある：31%、 
6)秘密情報の管理；①特に管理していない：55%、 

［出典；関東経産局｢平成23年度広域関東圏における中小企業の知財活用調査報告書｣ 
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中小企業への知財経営コンサルティングのポイント 
～知財経営コンサルティングの際、注力すべき点は？～ 

1) 近年、中小企業の経営者も知財の重要性は充分認識しており、 
  経営課題と直結した形でのコンサルティングが求められている。 
2)自社技術には自信（過剰気味?）を持っており、知財権を販売力･ 
  財務基盤の強化にも使いたい。 
3)しかし、中小企業には知財管理を実践するための要員・カネに余裕 
  は無い。 
4)よって、企業側に余裕が無い部分を補強・支援すると喜ばれる。 

①出願を押し売りせず、ノウハウ管理との使い分けをハンズオンで指導する。 

②他社からの侵害／警告には経営者と一体となって応対する。 

③職務発明規定や従業員&退職者とのNDA契約についても指導する。 

④特許出願の公的助成金取得を支援する。（外国出願には有効） 



 

【基本段階；身の丈に合った戦略】 
中小企業はヒト･モノ･カネが不足し、知財担当人材も不足している。知財取得
は重要だが、件数には自ずと制約がある。 
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中小企業にとっての知財戦略の基本型 

【知財能力育成の姿勢と方法】<私からの提案> 
１）経営者の姿勢→ 「売れる技術開発とそれを支える知財を重視する」という
宣言が必要。 
２）知財担当者の必要性を認識→ できるだけ専任で。 
３）知財担当者の経験・能力育成→ セミナー巡り等を通じた模索。   
４）公的支援（特許庁､経済産業局､自治体単位etc）の活用。 
５）知財専門家（弁理士､知財実務経験のある技術士etc）の積極的活用。 

【ステップアップ段階；例えば｢元気なモノ作り中小企業｣（中小機
構）にﾗﾝｸされ、更に羽ばたく為には】 

国内業界一位（オンリーワン企業）となる～国際市場へ挑戦する  

⇒ 知財専任担当者を育成する段階 



中小企業にとって知財戦略を持つ意義 
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◎競合企業への参入障壁の構築 
◎取引先・金融機関などからの信頼性の醸成 
   ➡知財金融への道 
◎ブランド力強化 
◎従業員等の活性化 

企業価値向上 
（売上･収益+事業安定性） 

模倣品の防止 
ニッチ市場での独占 

～寡占状態の実現 

［参考；｢知財金融ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ｣資料］ 



中小企業の知財戦略の実例<1>；（株） ＫＤＡ 
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【企業概要】 ・企業名：(株)ＫＤＡ（東京都大田区）､・資本金：1千万円､ 
・従業員数：45名､・売上高：約9億円（2010年11月期）、・事業内容：プラス
チック成形加工。 

【差別化技術・商品】 
 樹脂加工業界で初めて光造形システム等のスマート成形法を導入。セラ
ミックスの新工法や高品質のプラスチック加工法「ジャストインメイク」等、新
製法を確立。現在は、太陽光発電パネル用ネジなどの機械部品も提供。 

【知財戦略】 
1)製造技術に関しては情報管理規定など徹底的な情報管理を実施している。 
2)全従業員に、業務に関わる技術資料の持ち出し禁止、退職後も2年間は 
同業他社に就労しない、等に関する誓約書を提出させた。 

【出典】1)東京商工会議所HP「知財経営モデル企業」 



中小企業の知財戦略の実例<2>；（株） オーティス 
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【企業概要】 ・企業名：(株)オーティス（大阪府東大阪市）､・資本金：
2,050万円､・従業員数：150名､・売上高：不明、 
・事業内容：雨樋・その吊受金具、屋根材、ファスナー製品、その他建材の製
造販売 

【差別化技術・商品】  雨樋の受け金具の製造販売では国内シェア40%
のオンリーワン企業。 

【知財戦略】 
1) 知財を重視した経営戦略；年頭には、取り組むべき知財活動の重点事項 
を発表する。「知財を軸にした事業経営」等に関する講演を行い、松本社長 
は社外に積極的に発信、H19年度には特許庁長官より「知財功労賞」を受賞。 
2)新商品の出願では、知財群として徹底的に囲い込む。 
3)出願に際しては、特許事務所に丸投げしないで、社内担当者と納得がいく 
まで協議して発明を練り上げていく。 
4)自社商品のパテントマップを営業ツールとして活用。 

【出典】 1)特許庁HP「がんばろう日本！知財権活用企業事例集2012」（近畿地域の部） 



 

オープン･イノベーション最新事情 

Copyright@H. SASAKI, 2017 29 

［この項共通の参考・出典資料］ 
1)｢知財戦略からみたｵｰﾌﾟﾝ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ促進のための取り組み事例｣（特許庁、2009
年2月） 
2) P&G･ｼﾞｬﾊﾟﾝ社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://jp.pg.com/ 
3)波多野哲（P&G･ｼﾞｬﾊﾟﾝ）、研究開発ﾘｰﾀﾞｰ、vol.6,No.3,P.25-31(2009) 
4)清松久典（ＩＰﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ）、知財管理、vol.59,No.7,769(2009) 
5)日刊工業新聞記事 
6)（公財）川崎市産業振興財団HP「川崎市知的財産交流会の案内」 
7) （公財）大田区産業振興協会HP「ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ﾏｯﾁﾝｸﾞ商談会の案内」 
他多数 



オープン･イノベーションとは；背景と定義 
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【背景】 
 従来、技術開発は自前主義が中心であった。 

⇒近年、技術の高度化に伴い、他分野も含めた多様な要素
技術を組み合わせる必要性が増してきた。 

【定義】（ヘンリー･チェスブロウ） 

 「企業内部の研究開発成果に外部の知識･技術を融合させ
ることにより、新たな価値を創造すること。」 

【要するに】 
☆広義には、｢他社からの技術導入｣、｢他社への技術供与｣等も含む。 

☆｢オープン･イノベーションは決して新しい概念ではなく、 

近年その重要性が増してきただけ｣とも言える。 



 
＜P&G社＞｢コネクト&ディベロップ戦略｣(1) 
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【プロクター&ギャンブル(P&G)社のプロフィル】  
・正式な社名： Procter and Gamble Company 
 （日本法人：プロクター アンド ギャンブル・ジャパン(株)） 
［創業］ 19世紀前半､米国 
［現在の事業内容] 
 ヘルス&ビューティ、トイレタリー・日用品、食品の製造販売 
［売上高］ 約７９０億ドル(2009年度)、［保有ブランド数］約３００ 
［販売エリア］全世界160ヶ国､ 
［R&D要員数：約９，０００名］（USA､神戸など世界27研究所） 

【先鞭を付けたO-I】 
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【背景】 
<～2000年頃迄> 新製品開発は徹底した｢自前主義」（自社開発） 

<2000～2002年>★売上目標未達＋株価下落!! 

原因解析 

【解析結果】 
1)イノベーションがスピードアップし、一旦P&Gが先行しても、後発
商品が短期間に出てくる。 
2)開発コストも年々増加。（自社開発では、初期投資の回収に数年
要する。） 
3)以前は、外から良い提案があっても、期中に取り上げることは難
しかった。 
⇒結論；「従来のﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ（自前主義）では対応しきれない。」 

新任CEOが決断した施策は？ 

  
 

P&G社の｢コネクト&ディベロップ戦略｣(2) 



Copyright@H. SASAKI, 2017 33 

【CEOの決断】 
 『５０%以上の技術革新はO-Iから持ってくること』 

【前提条件】 
1)あくまでも事業計画達成が目的で、Ｏ－Ｉは手段に過ぎない。 
2)一旦、立ち上げたプロジェクトでも、P&Gのモデルに合致しないこと
が判明した場合は、ライセンスアウトないし事業譲渡を実施する。 

［時代背景］ 米国では、 

大企業の保有特許数≒中小企業の保有特許数 

⇒大企業以外にもノウハウ&特許が豊富に存在 

 
 

P&G社の｢コネクト&ディベロップ戦略｣(3) 
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【成果】 
「開発速度がスピードアップ、コストダウン達成、カスタマーへのア
ピール度が増した」  
⇒ 主要なｶﾃｺﾞﾘｰの80%で世界１位or２位のシェアを維持獲得。 
    ［売上高］約400億ﾄﾞﾙ（2002年）⇒約820億ﾄﾞﾙ（2008年） 

【どうやって?→C+D戦略を実現したナレッジ戦略の例】 
(1)アイディア探しの体制 
 ・世界6箇所に配置したﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ 
(2)グローバルＩＴシステム｢Innovation  Net｣ 
 ・P&Gの研究者が情報交換できる社内ﾈｯﾄﾜｰｸ。 
 ・ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ･ﾈｯﾄﾜｰｸ。etc  

｢ファブリーズ｣、｢クレスト｣他の開発 

  
 

P&G社の｢コネクト&ディベロップ戦略｣(4) 



国内でのｵｰﾌﾟﾝ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの推進形態(1) 
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（２）ライセンシング公募型マッチング 
  大企業が保有する特許を地域の展示会や中小企業支援行事でＰＲ、中小 
  企業へ権利譲渡する際には技術指導サービスも付帯して行う。 
  例）川崎市知的財産交流会 etc     

（１）技術課題解決型マッチング 
 ①自社HPでの公募（P&Gが先鞭を付けたが、今や世界中で実施） 

 ②大企業による公募説明会 

  大阪ガスが先鞭を付けて開催。 

 ③公的機関のプラットフォーム（企業ニーズ発表会）と補助金制度 
   NEDO、産総研、JST、横浜市、川崎市、大田区など全国的に多数。 

 ④コンソーシアム活動（ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ促進協議会etc） 
 ⑤仲介業者への委託 
  国内ではナインシグマ・ジャパンが先行。世界的DBから、顧客企業への 
  提案を募集。共同研究に結び付く成約確率は50%、報酬1テーマ数百万円 
  とのこと。近年は、Linkersなど、国内の民間、マッチング機関も活動的。 



今ホットなｵｰﾌﾟﾝ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝと成功の秘訣 
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自前／Ｏ－Ｉの何れを採用するかは、技術の性格･事業の状況等、個々の事
情に応じた対応が必要。｢Ｏ－Ｉ｣は中小企業にも有効であるが、秘密保持など
デリケートな契約に係る問題が付随するので、推進に際しては専門家(MOT
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ､知財専門家)による仲介・支援を推奨する。 

【双方向の技術交流に依る共同開発；｢産-産・産学官連携」】      
☆成功の秘訣； 
1)技術が分かり、且つ事業推進能力も優れているリーダーと優れた調
整能力を有するコーディネーターの存在 
2)事前の契約締結（ルールの明確化） 
3)学会発表のタイミングは要注意（新規性喪失の恐れを避ける） 
 ➡大学・高専の研究者は学会（論文）発表を急ぐ傾向大 



Copyright@H. SASAKI, 2017 37 

【国内の最新動向】 
 大企業では仲介企業（9σ､Linkersなど）の利用を通じて、Ｏ－Ｉの

導入・実績化に向けた積極的な動きがみられるが。 

  
 

Ｏ－Ｉ 国内企業の取り組みにおける課題 
出典；ナインシグマ社HP、リンカーズHP、オープンイノベーション白書（同協議会） 

2006年と比較して2016年7月の段階で、 国内企業もO-I取り組みが活発
化している企業の方が多いが、それでも自社単独での開発が60%であり、
未だ自前主義の傾向が強い。 

しかしオープンイノベーション白書によれば 

中小・ベンチャー企業へのインパクトは？ 

Ｏ－Ｉを通じて､大企業は中小企業の得意技術を吸い上げて新たな技術革新 
に繋げる活動を活発化している。オンリーワン技術を有する中小ベンチャー 
企業としても傍観視できる状況ではなくなっている。 



中小ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業への 
実践的MOT支援ノウハウ 
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中小企業へのMOT支援ﾉｳﾊｳ(1)；展示会の利用<1>  
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【出展を検討する際の注意点】 

(1)出展目的と展示会の性質との整合性が取れているか？ 
(2)出展費用に見合う成果が期待できるか？ 
(3)できるだけ、公的機関が主催する安価な展示会の利用を推奨する。 

【見学の目的は何か】 

 (1)新技術・新製品の動向調査 
 ➜これがしっかりできれば、見学目的の50%は達成される。 

   しかし、これだけで終わっては、「並みの見学者」止まり。 
 (2)新規顧客・連携パートナー候補の発掘 
 ➜出展者側は精神的なポテンシャルが高いので、展示会は新規

顧客や技術開発or販路開拓の連携パートナーを選定するマッチ
ングの絶好のチャンスである。事前調査を充分行った上でマッチ
ング･ミーティングに漕ぎ着けるべし。 



中小企業へのMOT支援ﾉｳﾊｳ(2)；補助金獲得<1> 
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【補助金の探し方】 

(1)官公庁、独法、地方自治体組織のHP <例> 
  経産省、同省・中小企業庁、文科省、国交省、中小企業基盤整備 
  機構、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)、情報処理 
  推進機構(IPA)、科学技術振興機構(JST）、産総研、都道府県・政 
  令指定都市別の中小企業支援組織、その他中小企業支援組織。 
 

(2)官公庁、独法、地方自治体組織の発行資料・メルマガ 
  中小企業庁、中小企業基盤整備機構が発行するパンフレット類、 
  支援制度事例集、等。 
 

(3)大学等のTLO,産学連携センターからの情報 
  殆どの有力大学には両方かどちらかがある、その他TAMA-TLO 
  等地域別にもある。 
 

(4)その他データベース 
  J-Net21、ミラサポ（中小企業支援ポータルサイト）etc。 



中小企業へのMOT支援ﾉｳﾊｳ(2)；補助金獲得<2>  
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【経産省系；通称「サポイン」の例】 

事業名 戦略的基盤技術高度化支援事業 

目的 特定ものづくり基盤技術(11技術分野) の向上に繋がる研究開発～
事業化に向けた取組を支援。(11技術；情報処理､精密加工､製造環
境､接合･実装､立体造形､表面処理､etc） 

対象 ［共同体］事業管理者､研究実施者､総括研究代表者で構成 

支援・研究
内容等 

｢特定ものづくり基盤技術高度化指針｣に基づく認定を受けた研究開
発等の事業 

補助金額等 研究期間：2～3年、交付額：初年度上限4,500万円/年（補助率2/3）、
採択倍率：1/5～1/6 

問合せ先 中小企業庁･中小企業基盤整備機構、［受付］地域の経済産業局、県
の中小企業支援ｾﾝﾀｰetc 

注）H25年度から小規模企業枠（初年度上限2,300万円）を設けている。 



中小企業へのMOT支援ﾉｳﾊｳ(2)；補助金獲得<3>  
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【経産省系；「ものづくり」補助金】 

事業名 「中小企業･小規模事業者ものづくり･商業サービス革新事業 

目的 革新的なものづくり・サービスの提供等にﾁｬﾚﾝｼﾞする中小企業･小規模
事業者に対し、試作品開発･設備投資等を支援する。 

条件 認定支援機関に事業計画の実効性等が確認された中小企業･小規模
事業者であり､以下の要件を満たす者。 
1)｢中小ものづくり高度化法｣に基づく11分野の特定ものづくり基盤技術
を活用していること。（以下省略） 

事業ｲﾒｰｼﾞ 1)成長分野型：補助上限額1,500万円（補助率2/3）［健康･医療､環境･ｴ
ﾈﾙｷﾞｰ､航空･宇宙分野］ 
2)一般型：補助上限額1,000万円（補助率2/3） 
3)小規模事業者型［製造業は従業員20名以下］：補助上限額700万円
（補助率2/3）（設備投資無しで申請可能） 
採択率：4/10～5/10 

問合せ先 中小企業庁･中小企業基盤整備機構、都道府県の中小企業支援ｾﾝﾀｰ、
［受付］都道府県の中小企業団体中央会 
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【補助金獲得の秘訣７カ条；申請者のあり方】 

１）専門家のアドバイス～支援を求める。 
２）テーマ・課題に合致した性格の補助金を狙う。 
３）準備に充分な時間と手間をかける。 
  例えば、「補助金500万円は、（粗利益率25%として）2,000万円 
  の売上高に相当する」との意識を持ち、手間を惜しまない。 
４）可能な限り、これまでの審査傾向を把握する。 
  ⇒募集担当窓口へ逐次相談に通い詰める手もある。 
５）申請書作成の際、指定された項目と分量を必ず記載する。 
６）申請書はそのテーマの関係者以外（例えば、奥様）が読んでも 
  理解できる様に書いているか。 
７）獲得するまで諦めず、繰り返しチャレンジする。 



中小企業へのMOT支援ﾉｳﾊｳ(3) 
；ステークホルダーとの結びつき強化 
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顧客 

中小・ベン
チャー企業 

従業員 
地域 

[役所onlyではなく] 

金融機関 

[地元信金など] 

協力企業 

大学 

共同開発提案 

地域活性化資源づくり 意識統一 

協力体制構築 

新たな関係構築 
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(1) 競争力の源泉としてのコア技術を見極める 

(2) 社員の意識改革と社内体制の見直しが必要 

(3) 競争優位のポジションを見極める 
   ➜マーケティング調査による差別化、集中戦略 

(4) マーケットイン戦略の重視➜顧客指向経営へ       

(5) 効果的なアライアンス戦略を構築する 
   ➜オープン・イノベーションの活用も視野に  

(6) 従業員のモチベーションを維持向上する  
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ご清聴ありがとうございました。 

－以上－ 

本セミナーでは、中堅中小･ベンチャー企業の技術経営における三位
一体の経営戦略、新製品の開発手法とマーケティング、知財戦略の位
置付け、オープン･イノベーション、MOT支援の実践的ノウハウ等につ
いて、私自身の経験を交えてご説明致しました。 
 
 日常業務として、「中小ベンチャー企業へのMOT支援」を行っている、
皆様方に多少なりともご参考になれば幸いです。 
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